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歯
周
疾
患
と
は
歯
垢
（
バ
イ
キ
ン

の
か
た
ま
り
）
が
歯
と
歯
ぐ
き
の
す

き
間
に
入
り
込
み
、
歯
を
支
え
て
い

る
骨
を
溶
か
し
、
大
切
な
歯
を
失
う

病
気
で
す
。

　

ま
た
、
痛
み
も
ほ
と
ん
ど
な
く
、

５
年
・
10
年
か
け
て
ジ
ワ
ジ
ワ
と
進

む
生
活
習
慣
病
で
す
。

　

昨
年
、
菊
池
市
の
歯
周
疾
患
検
診

を
受
け
た
１
６
１
人
中
、
86
％
の
人

が
「
要
治
療
」
と
診
断
さ
れ
、「
異

常
な
し
」
の
人
は
、
わ
ず
か
５
％
と

い
う
結
果
で
し
た
。

　

ま
た
、
全
く
自
覚
症
状
が
な
い
人

の
う
ち
、
68
％
の
人
に
「
治
療
が
必

要
な
歯
周
疾
患
」
が
見
つ
か
っ
て
い

ま
す
。
ま
さ
し
く
、
自
覚
症
状
が
な

く
進
行
す
る
病
気
と
い
え
ま
す
。

　

早
め
に
歯
科
医
院
で
の
指
導
や
治

療
を
受
け
る
と
、
歯
周
疾
患
で
歯
を

失
う
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
、
い

つ
ま
で
も
自
分
の
歯
で
お
い
し
く
食

べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
ず
は
検
診
を
受
け
、
自
分
の
口

の
状
態
を
知
る
こ
と
が
歯
周
疾
患
予

防
の
第
一
歩
で
す
。

　

菊
池
市
で
は
、
平
成
18
年
度
歯
周

疾
患
検
診
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま

す
。

対　

象

　

平
成
19
年
４
月
１
日
現
在
で
、

40
・
50
・
60
・
70
歳
の
人

※
対
象
者
に
は
通
知
を
し
て
い
ま
す
。

と　

き　

11
月
30
日
（
木
）
ま
で

と
こ
ろ

　

菊
池
市
内
指
定
の
歯
科
医
院

料　

金　

無
料

持
っ
て
く
る
も
の

　

受
診
券（
ハ
ガ
キ
）・
健
康
保
険
証
・

健
康
手
帳

● 

検
診
で
は
、
次
の
こ
と
が
分
か
り

ま
す
。

•
歯
と
歯
ぐ
き
の
す
き
間
の
深
さ

•
歯
ぐ
き
の
腫
れ
や
出
血
の
有
無

•
歯
石
が
つ
い
て
い
る
か

•
歯
を
支
え
て
い
る
骨
の
状
況

•
む
し
歯
の
有
無　
　

な
ど

　

検
診
は
数
分
で
終
わ
り
、
痛
み
も

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
後
、
口
の
状
態

に
あ
っ
た
歯
み
が
き
指
導
な
ど
が
あ

り
ま
す
。

　

歯
周
疾
患
予
防
の
た
め
に
も
、
ぜ

ひ
こ
の
機
会
に
検
診
を
受
け
ま
し
ょ

う
。

問
い
合
わ
せ
先

　

健
康
推
進
課
健
康
推
進
係

●ＢＣＧ
と　き　10月 26日（木）
　　　　午後 1時 30分～午後２時　
ところ　菊池市文化会館
対象者　生後３カ月以上６カ月未満の乳児

●ポリオ
実施日 受付時間 場所

10月17日
（火）

午後１時30分
〜

午後２時

菊池市文化会館

10月18日
（水） 七城公民館

10月31日
（火） 泗水公民館

11月２日
（木）

旭志老人憩いの家
「太陽の家」

11月21日
（火） 菊池市文化会館

対象者　実施日に生後３カ月以上 90カ月未満
　　　　（７歳６カ月未満）の乳幼児

10月の予防接種
問い合わせ先　健康推進課健康推進係

•
解
雇
理
由
の
説
明
な
し
に
、
い
き

な
り
解
雇
さ
れ
た
の
は
納
得
で
き

な
い

•
突
然
、
会
社
か
ら
配
置
転
換
を
通

告
さ
れ
た
が
、
納
得
で
き
な
い

•
労
働
条
件
の
変
更
に
つ
い
て
、
従

業
員
と
の
間
の
話
し
合
い
が
円
満

に
進
ま
な
い　

な
ど

　

企
業
組
織
の
再
編
や
人
事
労
務
管

理
の
個
別
化
に
伴
い
、
解
雇
や
労
働

条
件
の
不
利
益
変
更
な
ど
、
労
働
関

係
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
個
々

の
労
働
者
と
事
業
主
と
の
紛
争
が
増

加
し
て
い
ま
す
。

　

紛
争
の
最
終
的
解
決
手
段
と
し
て

は
裁
判
制
度
が
あ
り
ま
す
が
、
現
実

の
問
題
と
し
て
裁
判
に
は
多
く
の
時

間
と
費
用
が
か
か
り
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
無
料
で
労
働
関
係
紛

争
を
解
決
援
助
す
る
サ
ー
ビ
ス
と
し

て
、
熊
本
労
働
局
企
画
室
・
熊
本
労

働
基
準
監
督
署
・
八
代
労
働
基
準

監
督
署
に
加
え
、
４
月
か
ら
新
た
に
、

菊
池
労
働
基
準
監
督
署
に
「
総
合
労

働
相
談
コ
ー
ナ
ー
」
を
設
け
ま
し
た

の
で
、
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　

菊
池
労
働
基
準
監
督
署

　

総
合
労
働
相
談
コ
ー
ナ
ー

　

☎
（
25
）
３
１
３
６　

ま
た
は

　

熊
本
労
働
局
企
画
室

　

☎
０
９
６
（
２
１
１
）
１
７
０
１

　

所
得
税
の
予
定
納
税
第
二
期
分
の

納
期
限
は
、
11
月
30
日
（
木
）
で
す
。

　

所
得
税
の
便
利
な
納
税
の
方
法
と

し
て
「
振
替
納
税
」
の
制
度
が
あ
る

こ
と
を
ご
存
知
で
す
か
？

　

こ
れ
は
、
銀
行
や
農
協
・
郵
便
局

な
ど
の
預
貯
金
口
座
か
ら
振
替
に
よ

り
自
動
的
に
納
税
す
る
こ
と
が
で
き

る
制
度
で
す
。

　

納
期
限
に
遅
れ
る
こ
と
も
な
く
、

納
税
の
手
間
も
省
け
て
大
変
便
利
で

す
。
手
続
き
は
簡
単
で
す
。
ま
だ
利

用
し
て
い
な
い
人
は
、
早
い
機
会
に

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ま
た
は
、
光
デ
ィ

ス
ク
な
ど
で
法
定
調
書
の
提
出
が
で

き
ま
す

　

給
料
、
報
酬
、
不
動
産
の
使
用
料

な
ど
を
支
払
っ
た
場
合
に
は
、
支
払

先
の
住
所
、
氏
名
、
支
払
金
額
な
ど

を
記
載
し
た
源
泉
徴
収
票
や
支
払
調

書
な
ど
（
総
称
し
て
「
法
定
調
書
」

と
言
い
ま
す
）
を
税
務
署
に
提
出
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
法
定
調
書
は
、
所
得
税

法
な
ど
の
法
律
で
51
調
書
（
種
類
）

が
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、「
国
税

電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム
（
ｅ
‐

Ｔ
ａ
ｘ
）」
を
利
用
し
て
、
提
出
に

係
る
手
続
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
の
利
用
以
外

に
も
、
光
デ
ィ
ス
ク
な
ど
（
Ｃ
Ｄ
・

Ｄ
Ｖ
Ｄ
・
Ｆ
Ｄ
・
Ｍ
Ｏ
）、
磁
気
テ
ー

プ
（
Ｃ
Ｍ
Ｔ
）
に
よ
る
法
定
調
書
の

提
出
が
で
き
ま
す
の
で
、
最
寄
り
の

税
務
署
に
お
気
軽
に
お
尋
ね
く
だ
さ

い
。

※ 

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
お
よ
び
光
デ
ィ
ス
ク

な
ど
を
利
用
す
る
と
、
す
べ
て
の

法
定
調
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
が
、
磁
気
テ
ー
プ
（
Ｃ
Ｍ

Ｔ
）
を
利
用
し
た
場
合
、
提
出
で

き
る
法
定
調
書
は
、
27
種
類
の
法

定
調
書
に
限
ら
れ
ま
す
。

○
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

http://w
w
w
.e-tax.nta.go

.jp

問
い
合
わ
せ
先

　

ヘ
ル
プ
デ
ス
ク
（
質
問
）

　

☎
０
５
７
０
（
01
）
５
９
０
１

※
全
国
一
律
市
内
通
話
料
金

※
平
日
の
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

　

ま
た
は　

菊
池
税
務
署

　

☎
（
25
）
２
１
２
１

　現在、400ml 献血の需要が大変大きくなっており、基準を満たしてい
る人には、400ml の献血をお願いしています。また、服薬についても基
準が若干変更になっており、薬を飲んでいる人でも、献血をお願いできる
場合があります。皆さんのあたたかいご協力をお願いします。
　平成 16年 10月から献血の安全性向上のため、運転免許証やパスポー
トなどの身分証明証による本人確認をお願いしています。趣旨をご理解の
上、ご協力をお願いします。
　また、献血カードを持っている場合は、一緒に持参してください。
問い合わせ先　健康推進課健康推進係

と　き　11月１日（水）
　　　　午前９時～午前11時30分／午後０時30分～午後４時
ところ　旭志ふれあいセンター（道の駅）
内　容　200ml・400ml献血

と　き　11月2日（木）
　　　　午前９時30分～午前11時30分／
　　　　午後０時30分～午後１時30分
ところ　旭志公民館（旭志多目的研修センター）
内　容　200ml・400ml献血

と　き　11月21日（火）午前９時30分～正午
ところ　菊池地域振興局（県菊池総合庁舎）
内　容　200ml・400ml献血

職
場
で
の
労
働
関
係
の
ト
ラ
ブ

ル
の
解
決
を
お
手
伝
い
し
ま
す

便
利
な
「
振
替
納
税
」
を

利
用
し
ま
せ
ん
か

献血のご協力をお願いします

歯
が
抜
け
落
ち
る
歯
周
疾
患

歯
周
疾
患
検
診（
歯
と
歯
ぐ
き
の
検
診
）を
受
け
ま
し
ょ
う

※ 口座振替を利用している人は、10
月 25日（水）に振替を行いますの
で、残高の確認をお願いします。

●国民健康保険税第４期
●市県民税第３期

10月の「税」の納期限
問い合わせ先　税務課

　

今
年
３
月
27
日
施
行
の
石
綿
に
よ

る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律

に
よ
る
「
特
別
遺
族
給
付
金
」
は
、

平
成
21
年
３
月
27
日
以
降
は
請
求
で

き
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
該
当
す
る

人
は
、
早
め
に
手
続
き
を
さ
れ
る
よ

う
に
お
願
い
し
ま
す
。

平
成
13
年
３
月
26
日
以
前
に
死
亡
さ

れ
た
場
合

○ 

特
別
遺
族
給
付
金
は
、
平
成
21
年

３
月
27
日
以
降
は
請
求
で
き
な
く

な
り
ま
す
。

○ 

特
別
遺
族
給
付
金
の
う
ち
特
別
遺

族
年
金
は
、
請
求
が
あ
っ
た
日
の

属
す
る
月
の
翌
月
分
か
ら
の
支
給

に
な
り
ま
す
。

　

請
求
し
た
日
が
支
給
総
額
に
影
響

し
ま
す
の
で
、
早
め
に
請
求
さ
れ
る

こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

平
成
13
年
３
月
27
日
以
降
に
死
亡
さ

れ
た
場
合

○ 

労
災
保
険
法
に
基
づ
く
遺
族
補
償

給
付
の
支
給
対
象
と
な
り
ま
す
。

○ 

労
災
保
険
法
に
基
づ
く
遺
族
補
償

給
付
の
請
求
権
の
時
効
は
、
５
年

で
消
滅
し
ま
す
。

○ 

医
学
的
資
料
は
、
法
律
上
の
保
存

年
限
（
エ
ッ
ク
ス
線
・
Ｃ
Ｔ
な
ど

の
検
査
記
録
は
３
年
間
、
カ
ル
テ

は
５
年
間
）
が
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
の
で
、
で
き
る
限
り
早
く
請
求

し
て
く
だ
さ
い
。

現
在
、
療
養
中
の
労
働
者
の
場
合

　

石
綿
に
よ
る
疾
病
に
罹
患
し
、
現

在
療
養
し
て
い
る
労
働
者
の
人
は
、

労
災
保
険
法
に
基
づ
く
療
養
補
償
給

付
・
休
業
補
償
給
付
の
支
給
対
象
と

な
り
ま
す
。

救
済
給
付
と
の
同
時
請
求

　

石
綿
に
よ
る
疾
病
に
つ
い
て
、
石

綿
ば
く
露
の
原
因
が
業
務
に
よ
る
も

の
か
、
業
務
以
外
の
原
因
に
よ
る
も

の
な
の
か
明
ら
か
で
な
い
場
合
に
は
、

労
災
保
険
法
に
基
づ
く
請
求
と
救
済

給
付
の
申
請
を
同
時
に
行
う
こ
と
も

可
能
で
す
。

問
い
合
わ
せ
先

○ 

特
別
遺
族
給
付
金
や
労
災
保
険
制

度
に
つ
い
て

　

熊
本
労
働
局
労
災
補
償
課

　

☎
０
９
６
（
３
５
５
）
３
１
８
１

　

菊
池
労
働
基
準
監
督
署

　

☎
（
25
）
３
１
３
６

○ 

労
災
保
険
給
付
対
象
と
な
ら
な
い

人
へ
の
救
済
給
付
に
つ
い
て

　

独
立
行
政
法
人

　

環
境
再
生
保
全
機
構

　

☎
０
１
２
０
（
３
８
９
）
９
３
１

「
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
」

に
基
づ
く「
特
別
遺
族
給
付
金
」の
請
求
は

早
め
に
お
願
い
し
ま
す
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